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▽
家
屋
を
取
り
壊
し
た
ら

登�

記
あ
り
家
屋　

法
務
局
（
春
日
井
市
）

で
滅
失
登
記
を
し
て
く
だ
さ
い
。

登�

記
な
し
家
屋　

役
場
税
務
課
で
取
り
壊

し
届
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
自
動
車
等
を
廃
車
・
譲
渡
し
た
ら

原
動
機
付
自
転
車
お
よ
び
小
型
特
殊
自
動
車　
　
　

ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
・
印
か
ん
・
標
識

交
付
証
明
書
を
持
参
し
、
役
場
税
務
課

で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
自
動
車
等
を
購
入
し
た
ら

原
動
機
付
自
転
車
お
よ
び
小
型
特
殊
自
動
車

印
か
ん
・
販
売
証
明
書
ま
た
は
譲
渡
証

明
書
を
持
参
し
、
15
日
以
内
に
役
場
税

務
課
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※�

住
所
な
ど
申
告
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た

場
合
も
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

原
動
機
付
自
転
車
お
よ
び
小
型
特
殊
自
動

車
以
外
の
手
続
き
場
所

三
輪
お
よ
び
四
輪
以
上
の
軽
自
動
車

軽
自
動
車
検
査
協
会
愛
知
主
管
事
務
所

小
牧
支
所

二
輪
小
型
自
動
車
・
普
通
車

中
部
運
輸
局
愛
知
運
輸
支
局　

小
牧
自

動
車
検
査
登
録
事
務
所

軽
二
輪
自
動
車
（
１
２
６
cc
か
ら
２
５
０
cc
）

　

愛
知
県
軽
自
動
車
協
会
小
牧
分
室

※
車
両
ご
と
に
異
な
り
ま
す
。

　

１
月
２
日
以
降
に�

完
成
（
新
築
・
増
築
）

し
た
物
件
に
つ
い
て
は
、
平
成
29
年
度
か

ら
固
定
資
産
税
の
課
税
対
象
と
な
る
た
め
、

家
屋
調
査
を
お
こ
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
建
物
の
構
造
や
使
用
資
材
を

調
査
し
て
、
来
年
度
の
固
定
資
産
税
を
算

出
す
る
た
め
の
も
の
で
、
事
前
に
調
査
日

時
を
調
整
し
、
当
日
は
職
員
が
訪
問
し
て

お
こ
な
い
ま
す
。

　

調
査
時
に
は
、
家
の
中
に
入
ら
せ
て
い

た
だ
き
、
図
面
な
ど
の
書
類
や
各
部
屋
の

仕
上
げ
材
を
確
認
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す

の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
せ
先　

税
務
課

　

蘂
95
―

１
１
１
３

税
に
関
す
る
手
続
き
の
お
知
ら
せ

家
屋
調
査
に
ご
協
力
を

小牧税務署からのお知らせ 公的年金等を受給されている方へ小牧税務署からのお知らせ 公的年金等を受給されている方へ
　公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下（※１）で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額（※２）
が20万円以下である場合には、所得税および復興特別所得税の確定申告をする必要はありません。（※3）

この場合であっても、所得税および復興特別所得税の還付を受けるためには、確定申告書を提出する必要があります。
確定申告書の作成にあたっては、復興特別所得税の記入を忘れずにお願いします。
公的年金等に係る雑所得以外の所得があり、その所得金額が20万円以下で所得税および復興特別所得税の確
定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。住民税に関して詳しいことはお住
まいの市区町村におたずねください。
複数から受給されている場合は、その合計額です。
「公的年金等に係る雑所得以外の所得」で主なものの所得金額の計算方法は、次のとおりです。

■
■
■

※1
※2

平成27年分以後は、外国政府等から支給を受ける公的年金等など、源泉徴収制度の対象とならない公的年金等の支
給を受ける人は、この制度の適用はできません。

※3

所得の種類 所得の内容 所得金額の計算方法

給与所得
給与・賞与、
パート収入など

個人年金、原稿料など 総収入金額 － 必要経費

生命保険の満期返戻金など

株式や出資の配当など 収入金額 － 株式などの元本取得に要した負債の利子

{ 総収入金額 － 収入を得るために直接要した金額
－特別控除額（最高50万円）} × １／2一時所得

雑所得（公的年金等以外）

配当所得

給与等の収入金額 － 給与所得控除
なお、給与等の収入金額が85万円を超える場合は、所得金額
は20万円を超えます。　

上場株式等に係る配当所
得の申告不要制度を選択
した場合は除きます。

問合せ先　小牧税務署　蘂 0568-72-2111

※



▽�
扶
養
控
除

扶
養
控
除
に
は
所
得
の
制
限
が
あ
り
ま

す
。
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
38
万
円

を
超
え
る
方
は
、
被
扶
養
者
に
は
で
き

ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

２
人
以
上
が
同
一
人
を
重
複
し
て
扶
養

控
除
の
対
象
と
す
る
こ
と
も
で
き
ま
せ

ん
。

▽�

障
害
者
控
除
等

障
害
者
控
除
、
寡
婦
（
夫
）
控
除
の
適

用
漏
れ
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
前
年
に

申
告
し
た
控
除
が
引
き
継
が
れ
る
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
。

▽�

住
宅
ロ
ー
ン
控
除

住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
適
用
を
受
け
ら
れ

る
方
は
、
１
年
目
は
必
ず
３
月
15
日
ま

で
に
確
定
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。
期

限
を
過
ぎ
ま
す
と
住
民
税
の
住
宅
ロ
ー

ン
控
除
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、

２
年
目
以
降
も
、
勤
務
先
の
年
末
調
整

で
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
を
さ
れ
な
い
方
は

３
月
15
日
ま
で
に
確
定
申
告
を
し
て
く

だ
さ
い
。

問
合
せ
先　

税
務
課

　

蘂
95
―

１
１
１
２

確
定
申
告
、
町
・
県
民
税
申
告
の
注
意
点

国
道
41
号　

年
末
年
始
集
中
工
事
の
お
知
ら
せ

小
牧
市
内　

上
下
車
線
規
制
・
夜
間
通
行
止
め

　

国
土
交
通
省
で
は
、
交
通
渋
滞
の
緩
和

に
向
け
国
道
41
号
の
小
牧
市
村
中
か
ら
犬

山
市
五
郎
丸
（
延
長
7
㎞
）
に
お
い
て
現

況
４
車
線
を
６
車
線
化
す
る
事
業
を
進
め

て
い
ま
す
。

　

こ
の
中
で
小
牧
市
内
の
盤
下
げ
工
事
は
、

国
道
41
号
の
大
型
車
等
交
通
量
が
少
な
く

な
る
年
末
年
始
期
間
に
お
い
て
、
車
線
規

制
を
伴
う
集
中
工
事
に
よ
り
実
施
し
ま
す
。

集
中
工
事
の
国
道
41
号
規
制
内
容

▽
上
下
車
線
規
制

12
月
28
日
貉　

午
後
10
時
か
ら

平
成
29
年
１
月
４
日
貉
　
午
前
６
時
ま

で
▽
夜
間
通
行
止
め

　

12
月
29
日
貅
、
30
日
貊
両
日

　

午
後
10
時
か
ら
翌
朝
６
時
ま
で

▽
集
中
工
事
区
間

国
道
41
号　

村
中
交
差
点
か
ら
横
内
惣

境
交
差
点

※�

集
中
工
事
期
間
中
は
道
路
の
混
雑
が
予

想
さ
れ
ま
す
。
皆
様
に
は
ご
迷
惑
を
お

か
け
し
ま
す
が
、
ご
理
解
、
ご
協
力
を

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

工
事
に
関
す
る
情
報
は
、
国
土
交
通
省

愛
知
国
道
事
務
所　

国
道
41
号
年
末
年

始
集
中
工
事
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。http://www.cbr.m

lit.go.jp/
aikoku/h28route41

「
愛
知
国
道
」
で
検
索

工
事
に
関
す
る
問
合
せ

国
道
41
号
集
中
工
事
サ
ポ
ー
ト
セ
ン

タ
ー　

蘂
０
１
２
０
―

２
９
７
―

４
１
５

（
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
受
付
期
間　

平

成
29
年
１
月
５
日
ま
で
）
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